
3-３．「ハピリン」のテナントと施設
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１F 飲食店とお土産店
２F 福井市観光物産会館
「福福館」２F 催事場と休憩施設

５F 福井市自然史博物館分館
「セーレンプラネット」

４F 福井市総合ボランティアセンター



4．福井市にぎわい交流施設の「指定管理事業」
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■福井市にぎわい交流施設とは
中心市街地において、にぎわいの創出を図るため、市民の交流の促進及び情報発信の拠点等となる機能を有

する複合施設（福井市にぎわい交流施設の設置及び管理に関する条例）
施設：１Fハピテラス（屋根付き広場・屋外広場） ３Fハピリンホール（能舞台を持った多目的ホール）

■具体的業務
①公共施設を使ったにぎわいづくり ⇒ ハピテラスとハピリンホールを使い、年間１２回ずつの指定事業と自主

事業を実施
②公共施設の管理保守



4-1．指定管理事業によるイベント
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福井市をはじめ嶺北一円市町でこれまで培われてきた歴史、食文化、まつり、工芸品などを
誇りある地域資源として県外に向けた魅力的なアピールが必要



4-2．ハピリンホールとハピテラスの稼働状況
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ハピテラス、ハピリンホールのそれぞれにおいて、年間12回の「指定事業」と年間12回の「自主事業」が指
定管理の受託要件。また、「ハピテラス」の年間稼働率86%以上、ハピリンホールの年間稼働率68%以上が要
求基準



4-3．イベント実施時の様子
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